
志津霊園問題

           12月議会に提案された合意案にある13億円の内訳�� � �

下志津・畔田の移転先造成費相当の補償費� 　　　　7億3千万円

本昌寺と墓地使用者への移転補償費� � 　　　　5億7千万円
� � � �

� �

最終合意を受けて支出する金額�
（約6年間にわたり工事の進行に応じて支払っていく。）�

＊今後、志津霊園にある４か寺へ上記以外の補償費もある。��

過去の支出

今後の支出
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■
志
津
霊
園
に
至
る
道
路
の
都
市
計
画
決
定

■
市
が
本
昌
寺
と
志
津
霊
園(

本
昌
寺)

墓
地
移
転

交
渉
に
着
手

■
市
と
協
力
会
は
、
墓
地
移
転
に
伴
う
「
費
用
負
担

協
定
」
を
締
結(

市
か
ら
の
補
償
費
15
億
３
２
０
０
万
円)

■
協
力
会
が
、
墓
地
移
転
代
替
地
の
用
地
買
収

■
協
力
会
か
ら
市
へ
補
償
費
の
追
加
要
望

■
市
は
協
力
会
に
対
し
て
、
補
償
費
15
億
３
２
０
０
万
円

の
使
途
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る

■
協
力
会
か
ら
補
償
費
の
使
途
報
告
が
提
出
さ
れ
る

■
市
は
、
市
議
会
へ
、
補
償
費
の
追
加
要
求
等
に
つ
い
て

報
告
（
志
津
霊
園
問
題
と
な
る
）

■
市
議
会
が
「
市
政
執
行
に
係
る
調
査
特
別
委
員
会
」

(

98
条
委
員
会)

を
設
置(

22
回
開
催)

■
市
は
、
協
力
会
前
会
長
、
前
副
会
長
を
業
務
上
横
領

容
疑
で
刑
事
告
発

■
市
議
会
が
「
志
津
霊
園
移
転
問
題
調
査
特
別
委
員

会
」
（
百
条
委
員
会
）
を
設
置(

19
回
開
催) 

■
志
津
霊
園
対
策
室
を
設
置

■
市
議
会
が
、
「
志
津
霊
園
調
査
特
別
委
員
会
」
を
設

置(

11
回
開
催)

■
市
長
と
本
昌
寺
住
職
が
面
会

■
市
は
、
本
昌
寺
と
共
に
墓
地
使
用
者
に
対
す
る
「
全

体
説
明
会
」
を
開
催
し
、
併
せ
て
墓
地
移
転
に
対
す
る

意
向
調
査
を
行
う

■
市
と
本
昌
寺
は
、
墓
地
移
転
に
関
す
る
「
基
本
確
認

書
」(

早
期
開
通
と
下
志
津
・
畔
田
を
移
転
先
と
す
る)

を
締
結

■
市
は
「
都
市
計
画
道
路
勝
田
台
・
長
熊
線(

志
津
霊
園

関
連
区
間)

建
設
基
本
計
画
」
を
策
定

■
市
は
、
墓
地
移
転
問
題
を
円
満
に
解
決
す
る
た
め
、

本
昌
寺
に
対
す
る
土
地
明
渡
民
事
調
停
を
東
京
簡
易

裁
判
所
へ
申
し
立
て
る(

調
停
24
回
開
催) 

■
調
停
委
員
会
か
ら
市
と
本
昌
寺
に
対
し
て
「
一
部
合

意
確
認
案
」
が
勧
告
さ
れ
る

■
市
議
会
で
、
「
一
部
合
意
確
認
案
」
の
議
案
否
決

■
土
地
明
渡
民
事
調
停
が
不
成
立

■
本
昌
寺
と
の
任
意
交
渉
を
再
開

■
市
と
本
昌
寺
は
、
勝
田
台
・
長
熊
線
建
設
及
び
本
昌

寺
墓
地
移
転
に
関
す
る
「
基
本
合
意
書
」
を
締
結

■
本
昌
寺
は
、
墓
地
使
用
者
か
ら
墓
地
移
転
に
関
す
る

本
昌
寺
へ
の
「
委
任
状
」
の
取
得
作
業
を
開
始

■
2
月
定
例
市
議
会
に
お
い
て
、
議
員
発
議
に
よ
る
「
都

市
計
画
道
路
勝
田
台
・
長
熊
線
志
津
霊
園
関
連
区
間
の

建
設
に
あ
た
っ
て
の
決
議
」
が
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決

■
市
議
会
に
お
い
て
①
墓
地
移
転
代
替
地
造
成
工
事
費

用
算
定
の
た
め
の
調
査
費
用
、
②
墓
地
移
転
補
償
費
用

算
定
の
た
め
の
調
査
費
用
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
る

■
墓
地
移
転
に
関
す
る
調
査
の
う
ち
、
②
墓
地
移
転

補
償
費
用
算
定
の
た
め
の
調
査
が
完
了

■
墓
地
移
転
に
関
す
る
調
査
の
う
ち
、
①
墓
地
移
転
代

替
地
造
成
工
事
費
用
算
定
の
調
査
が
完
了

■
10
月
末
時
点
で
、
本
昌
寺
墓
地
使
用
者
３
７
９
名
中

「
委
任
状
」
提
出
者
３
１
９
名
、
「
同
意
書
」
提
出
者
47
名

合
計
３
６
６
名
（96
・6
％
）

■
10
月
１
日
に
「
都
市
計
画
道
路
勝
田
台
・
長
熊
線
志

津
霊
園
区
間
の
道
路
の
早
期
開
通
を
求
め
る
決
議
」
が

市
議
会
で
可
決

■
市
長
が
１
月
８
日
に
本
昌
寺
に
申
入
れ
①
市
が
負

担
で
き
る
金
額
の
最
大
値
は
移
転
補
償
費
約
５
億
７
８

０
０
万
円
　
移
転
代
替
地
造
成
費
約
７
億
３
０
０
０
万
円

合
計
13
億
８
０
０
万
円
②
本
昌
寺
の
要
求
を
撤
回
し
、

市
の
考
え
を
了
解
す
る
こ
と
③
了
解
し
な
い
場
合
は
土

地
収
用
法
の
手
続
き
を
進
め
る

■
１
月
25
日
、
本
昌
寺
か
ら
佐
倉
市
に
対
し
て
、
佐
倉
市

の
提
案
に
同
意
し
最
終
合
意
書
に
向
け
墓
地
移
転
作
業

に
入
る
同
意
書
が
提
出

■
６
月
の
議
会
に
て
墓
地
移
転
補
償
費
積
算
業
務
委
託

と
測
量
委
託
等
の
補
正
予
算
可
決

 
 
 
 

霊
園
問
題
経
過

←至 勝田台　　至 臼井→ 

 
 
 

国
道

16

号
線(

八
千
代
市

勝
田
台
）
と
国
道
51
号
（ 

佐

倉
市
長
熊)

を
東
西
に
結
ぶ
、

佐
倉
市
の
幹
線
道
路
と
し
て
計

画
さ
れ
た
都
市
計
画
道
路
勝
田

台
・
長
熊
線
の
内
、
佐
倉
市
と

八
千
代
市
の
境
に
あ
る
志
津
霊

園
関
連
区
間
の
道
路
建
設
に
あ

た
り
、
計
画
線
上
に
あ
る
志
津

霊
園
本
昌
寺
墓
地
を
移
転
す
る

た
め
、
佐
倉
市
は
昭
和
63
年

に
志
津
霊
園
墓
地
移
転
対
策
協

力
会
（
以
下
「
協
力
会
」
と
い

う
）
と
の
間
で
、
道
路
建
設
に

伴
う
費
用
負
担
協
定
を
締
結
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
市

は
、
協
力
会
と
昭
和
63
年
か

ら
平
成
２
年
ま
で
の
間
に
、
順

次
、
土
地
売
買
契
約
及
び
移
転

補
償
契
約
を
締
結
し
、
総
額
約

15
億
３
２
０
０
万
円
を
支
払
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
協
力
会
に

よ
る
使
途
不
明
金
発
生
な
ど
に

よ
り
墓
地
が
移
転
さ
れ
ず
、
道

路
も
建
設
で
き
な
い
状
態
と
な

り
、
志
津
霊
園
問
題
と
な
っ
た

も
の
で
す
。

　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
市
は
、
平
成
６
年
５
月
に
志

津
霊
園
移
転
問
題
対
策
本
部
を

設
置
し
、
真
相
の
解
明
に
あ
た

っ
て
き
ま
し
た
。

 
 

そ
の
後
、
平
成
７
年
１
月
に

志
津
霊
園
対
策
室
を
設
置
し
、

「
損
害
の
回
復
」「
道
路
の
開
通
」

と
い
う
二
つ

の
取
り
組
み
を
並

行
し
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
10
年
に
は
、
民
事
調

停
の
申
し
立
て
、
あ
る
い
は
不

明
金
の
返
還
請
求
な
ど
、
継
続

し
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
　

　　
佐
倉
市
は
、
志
津
霊
園
５
カ

寺
の
中
で
、
中
心
と
な
る
本
昌

寺
と
の
交
渉
を
段
階
的
に
進
め
、

墓
地
移
転
に
関
す
る
「
基
本
合

意
書
」
を
平
成
15
年
５
月
23
日

に
締
結
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
協
議
を
続
け
て
来

た
結
果
、
市
長
は
本
年
11
月

議
会
に
「
最
終
合
意
書
案
」
を

上
程
し
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
12
月
28
日
佐
倉

市
と
本
昌
寺
と
の
間
で
「
最
終

合
意
書
」
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
合
意
で
は
、
過
去
に

使
途
不
明
金
を
発
生
さ
せ
た
反

省
か
ら
、
工
事
の
進
捗
に
応
じ

て
佐
倉
市
は
、
支
払
い
を
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
最
後
の
１
割
に
相
当

す
る
額
を
、
移
転
の
完
了
が
確

認
さ
れ
る
ま
で
、
支
払
わ
な
い

と
し
、
二
度
と
過
ち
を
繰
り
返

さ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
明
記

し
た
合
意
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
今
議
会
で
の
取
組
み
」

　【佐倉市の支出金】       　 【協力会での使われ方】　　        　【佐倉市の解明結果】
　 　

土地購入

（上志津の

現墓地）

７億５５２０万円

墓石等移転

保障費

　７億７６８０万円

移転代替地買収費
３億１３４３万円

測量・協力会経費　３２３５万円

移転代替地造成費
２億４２１７万円

(うち造成工事費和解金2000万円)

協力会から佐倉市への

返還金    ２億５４９４万円

本昌寺所持金  １億５０００万円

石材会社墓石移転工事費

４億円

　　　

使途不明額   １億３９１１万円

  

①
　     

②
　
③
　
　
　
　   

④
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　     

⑥
　
　
　
⑦

有効に使われた金額

　５億６７９５万円
　（①+②+③-2000万）

佐倉市への返還金
または回収金額

４億２４９４万円（2000万+④+⑤）

 

訴訟による佐倉市の債権
確定額    ５億２８８５万円
       （⑥+１億２８８５万円）
   うち石材会社に４億円

うち協力会前会長・副会長に

※下志津・畔田の
移転代替地の取得
として

※勝田台・長熊線
基金として積立て

※将来、損失となる
可能性の高い債権

15億3200万円の流れと使途解明結果

 (領収書に基づく使途確認)　　               （訴訟確定による解明結果）

15
億
３
２
０
０
万
円

１億２８８５万円

最終使途不明金１０２６万円（⑦-１億２８８５万円）

[Ｓ63年～Ｈ2年までの支出金] 


